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1．はじめに

「パートの壁」あるいは「年収103万円（2003年）
の壁」と言われて久しい。「パートの壁」とは、有
配偶者が、年収103万円を超えた場合に諸制度に
より夫婦合計の可処分所得が急激に減少するた
め、制度適用枠内の就業形態を選択することを
いう。「かかわる制度」は、税の配偶者控除およ
び配偶者特別控除制度、企業の配偶者（家族）手
当、公的年金の第３号被保険者制度である。

特に配偶者控除制度は、1941年に「妻の家事労
働への税制による評価」という趣旨で前身の制度
が導入されたが（石塚 1995a:99 -100）、妻の家事
労働も時代の流れとともに変化してきている１）。
1999年に男女共同参画基本法が創設されて以降
その是非が改めて問われており、2002年12月の内
閣府男女共同参画局の報告では女性のライフス
タイルに中立的な制度について検討されている２）。
最近の動向としては、2002年12月の政府税制調
査会の税制改正大綱において、2004年１月から配
偶者特別控除制度の原則廃止が表明された。ま
た、2004年の年金制度改革に先立ち、厚生労働
省の社会保障審議会年金部会では第３号被保険
者制度の見直しや短時間労働者への厚生年金適
用拡大などの議論が続いている。さらに、低成長
期になり企業が諸手当を見直す動きもみられる。

本来、制度は公平性・中立性・簡素性（税の３
原則）を満足する必要がある３）。本稿では、「パー
トの壁」にかかわる制度に注目し、有配偶女性の
就業形態の選択における制度の中立性について定
量的に検証する。分析の方法は、まず「パートの
壁」にかかわる制度適用後の夫婦の合計所得を予
算式に表わし、これに基づいて就業形態を分け
た。次に、配偶者控除制度の控除額の拡充が有
配偶女性の就業選択に与える影響を理論モデル
で詳述した。この際、「パートの壁」にかかわる制

度適用による世帯所得の増額分を、適用から外
れた有配偶女性自身の「就業コスト」（機会費用）
と捉え外生的に扱った。最後に、「同時決定バイ
アス」問題を排除し、就業コストを制度変数とし
て説明変数の一つに加えて直接的に推計した。
構成は、第２章で先行研究をサーベイし、第３章
で「パートの壁」にかかわる制度と実態、および
諸制度に基づく就業コストの計算例を示し、有
配偶女性の就業行動を概観した。第４章で制度を
組み込んだ就業選択の理論モデルを示したうえ
で、本稿の仮説を整理し、推計モデルを定式化し
た。第５章ではデータについて述べ、推計結果を
要約し、制度内容が変更された場合に就業行動に
与える影響をシミュレーションし、まとめとした。

2．先行研究

まず、日本の「パートの壁」にかかわる制度が、
女性の就業行動へもたらす効果を分析した研究
をあげる。 口（1995）は非課税限度額に対する
就業調整の有無を制度変数として推計し、パー
トの労働時間が大幅に抑制され、賃金率が引き
下げられるとしている。安部・大竹（1995）は制
度適用対象の有配偶パートと非対象の未婚パー
トとの変化の差を比較し、配偶者控除制度およ
び第３号被保険者制度により制度対象パートが
労働時間を調整していることを示した。石塚

（1995b）は配偶者控除制度などにより中年層のフ
ルタイム確率が低下し、若年および高年層のパー
ト確率が上昇するとしている。石塚（2002）は最
近の約15年間では、配偶者控除制度などの影響
により有配偶女性のパート就業化が拡大している
という結果を得た。八田・木村（1993）は年金の
生涯負担と給付を就業形態別に比較し、公的年
金が年収130万円未満の有配偶女性を優遇してい
ることを導出した。
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次に、制度の改正と女性の就業行動についてみ
る。 口（1984）はシミュレーション分析の結果
を用いて、配偶者控除の拡充によりフルタイマー
は減少し、パートおよび無業者は増加するとして
いる。大竹・他（1989）は、1989年の税制改正の
効果を妻の就業形態別、年齢階級別にシミュレ
ーションした結果、専業主婦・パート（制度適用）
世帯の大半が減税となり、共稼ぎ（制度適用外）
世帯の大半が増税となるのは配偶者特別控除制
度の大幅な拡充に起因するとしている４）。しか
し、これらの分析の大半が夫の年収のデータがな
く、税制などの厳密な影響をみる場合には十分で
はない。一方、制度と直接的に関連づけてはいな
いものの女性の就業選択モデルをみると、Hill

（1984）や大沢（1993）では、有配偶女性の就業選
択が自らの賃金の変動に影響を受けやすいことが
指摘されている。つまり、税・年金制度の改正
が女性の就業選択に影響を及ぼしやすいという解
釈もできよう。他に同モデルを用いた永瀬（1997b）
もあるが、いずれも多項ロジットモデルにより推

計されている。
諸外国の女性の就業行動と税・社会保障制度に

かんする先行研究は多数ある。特に、Hunt,
DeLorme and Carter（1981）は妻自身への課税で
はあるが、所得税をコスト関数と捉えることによ
り外生変数として推計式に加え、税制が有配偶
女性の就業行動へ及ぼす影響を推計している。
Konig（1995）は税錯覚のない、つまり夫婦に適用
される税制などを考慮した後の純所得で表した就
業形態別の予算制約に基づいて、税制が有配偶
女性の就業行動に及ぼす影響を定量分析してい
る。サーベイ論文としてはHausman（1985）が詳
しい。また、Journal of Economic Studies, 18（5）
の特集（1991）は、欧州各国における女性の就業
行動と税制度にかんする様々な実証分析が参考
になる。なお、英国においても年金保険料の労使
負担および課税の免除は、時間あたり賃金と週間
就業時間に左右されるが５）、Rubery, Horrell and
Burchell（1994）では税・年金制度による不安定な
女性のパート就業者の拡大を指摘している。

図表-2 有配偶女性の雇用労働者数（就業形態別、年収別） 
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資料出所：（財）家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」（1993～1995年）の個票データ 
注：本稿の推計に用いたサンプルのみに基づく。正社員とは「常勤の職員・従業員」と答えた者、パートとは「パート・アルバイト」 
　  または「嘱託・その他」と答えた者。ただし、配偶者控除制度の適用上限の年収100万円（1994年）以下と答えた者は、優 
　 先的にパートに分類した。 

図表-1 有配偶女性の労働者数（就業形態別、年収別） 
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資料出所：総務省『就業構造基本調査』（平成9年）第114表の数値を用いて図表化 
注：有業者には、正社員、アルバイト、自営業主が含まれる。 
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3．有配偶女性の就業選択と制度

（1）「パートの壁」にかかわる制度の概要と実態
「パートの壁」にかかわる制度が女性の就業選
択について中立的ではないと考える理由は、女性
の年収別分布がランダムに分布していないことに
よる。図表-1は総務省、図表-2は本稿の推計に用
いたサンプルによるものである。就業形態の定義
や年収区分が異なるが、概ね同じような図になっ
ている。いずれも年収100万円以下と300万円超
が突出していることが分かる。特に左側の突出、
つまり年収約100万円の「パートの壁」では、次に
述べるように「かかわる制度」の影響が大きいと
考える。そこで、まず「パートの壁」にかかわる
制度について概観しておこう。

本稿で注目するのは、①所得税および住民税
の配偶者控除および配偶者特別控除制度、②企
業の配偶者（家族）手当、③公的年金の第３号被
保険者制度である。概要は図表- 3に表した。な
お、①の両税制は1995年に35万円から38万円に
拡充された。図表-3をみると、有配偶者の年収
103万円（2003年）近傍で諸制度の適用上限額がリ
ンクしており、「パートの壁」が存在していること
が分かる。本来、年収103万円とは、夫に配偶者
控除制度が適用される上限額であり、同時に就
業する妻自身が非課税となる上限額である。1987
年の配偶者特別控除制度の創設により、夫の年
間課税所得が1000万円超の妻を例外として、税
制のみに基づく壁はなくなったはずである。しか
し、「配偶者特別控除制度の導入による『パート
の壁』の解消」について「内容まで知っている」と
答えた人は2.2％、「話を知っている」と答えた人
を含めても30.3％にとどまり、本来の目的を達成
しているとはいい難い（（財）家計経済研究所

1995: 319）。次
に、②の配偶者
手当は、全企業
平均では78.1％
が採用し月間平
均10,500円を支
給、採用企業の
うち49.9％が適用
要件を「妻の所
得が非課税限度
額（年収103万円）
以内」としており、
大企業ではより
顕著である（労
働省『賃金労働
時間制度等総合
調査』1998年）。

最後に③の公的年金においては、第３号被保険
者制度に関連して、第１号被保険者の年収要件や、
第２号被保険者の（労働）時間要件がある。年収
要件は年収130万円と明確であるが、時間要件の
実態はどのようになっているのであろうか。有配
偶女性の年収別にみた厚生年金等の加入率を図
表- 4で厚生年金（第２号）についてみると、年収
100万円以下では20～45％であるが、100万円超
～110万円未満ではおよそ65％となり、110万円超
では概ね85％以上となる。仮説として、パートの
多くは時間あたりの賃金が低いため、第１号の年
収要件130万円に達する前に、第２号の時間要件
により「常用労働者」（労働時間や勤務日数が、通
常の就労者のおよそ４分の３以上の就労者）とみ
なされ、年収100万円近傍で保険料負担のない第
３号被保険者から外れているのではないか、と考
えられる。図表- 6で就業形態別の平均年間労働
時間をみると、制度外パート（配偶者控除制度等
が適用されず「パートの壁」を越えて就業するパ
ート）の平均の年間労働時間は正社員の78.4％と
時間要件に一致する６）。社会保険料負担は労使折
半で企業にとってもコストになるため、パートの
年収を「パートの壁」の適用枠（103万円）内にお
さめる誘引は企業側にもあるといえよう。加えて
留意すべきは、第３号であれば妻本人も夫も妻分
の保険料負担を免除されるが、老後の年金受給
額は保険料を負担した第１号と同額となり、生涯
所得と費用負担の関係でみると格差が広がってし
まうということである７）。

以上のことから、制度が複雑に絡み合って諸制
度の適用上限年収ラインが「パートの壁」となっ
ていると考えられる。したがって、配偶者控除制
度が就業行動に与える影響を分析することは、
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図表-3 「パートの壁」にかかわる制度の概要（２００３年）　　 
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注1：網掛けの部分により、制度の適用を外れた有配偶女性の「就業コスト」が計算される。本文3章2節を参照されたい 
注2：②の月額は、労働省『賃金労働時間制度等総合調査』（1998年調査）より全企業平均      
注3：③の公的年金制度は、第1号～第3号被保険者のうちのいずれか一つの形態となる 
注4：厚生年金保険料の負担基準は、所定労働時間等が通常の就労者の概ね4分の3以上の者か否かである 

 
 



「パートの壁」にかかわる全制度について分析す
ることに概ね等しいといえよう。

（2）制度を外れることによる「就業コスト」の
大きさ

それでは、労働者が就業を調整せず、制度の適
用を外れたことで生ずる税・年金保険料などの負
担増に基づく夫婦の可処分所得の減少分はどれ
くらいになるのか。本稿では、この減少額を経済
学の「機会費用」に基づき、制度の適用を外れる
ことによる「就業コスト」と呼ぼう。Hunt ,
DeLorme and Carter（1981）に倣って妻自身のコ
ストと捉えることにより、分析の際に外生変数と
して組み込むことができ、制度が就業行動へおよ
ぼす影響を推計することができる。

まず、有配偶女性が年収103万円を超えた場合
の平均的な就業コストを計算してみよう。①配偶
者控除38万円×夫の税率20％＋配偶者特別控除
38万円×20％＝152,000円、②配偶者手当分
10,500円×12カ月×（1－20％）＝100,800円、③が
厚生年金の場合は約14,892円（＝約103万円÷12
カ月×17.35％）×12カ月＝178,704円を労使で折
半して89,352円、リンクする健康保険は約6,351円

（＝約103万円÷12カ月×7.4％（平均））×12カ月＝
76,212円を労使で折半して38,106円であり、合計
380,258円となる。これはパートの時間給を932.8
円とすると、407.7時間分、72.8日分、3.7カ月分
に相当し、かなり高い「壁」であることが分かる８）。
実際には、住民税の配偶者控除制度等の加算分
や、被扶養者のフリンジ・ベネフィットもあり、

③が国民年金や国民健康保険であれば増額になり、
妻自身への課税も考慮すると、就業コストはさら
に大きい。４章１節でこの就業コストを女性の就
業選択モデルに組み込んで理論モデルを展開する。

（3）有配偶女性とパート就業
さて、パート就業者は今後どのように推移する

のであろうか。まず、有配偶女性の就業行動を時
系列でみると、1970年代半ばから現在までの約25
年間では1984年に構造的に変化しており、以後
は就業形態の多様化、特にパート就業化が著し
い９）。女性雇用労働者におけるパート（週間就業
35時間未満）占率は、1985年の21.8％から2002年
には39.8％となり、急速に拡大している（総務省

『労働力調査』各年）。特に1985年以降、今後の雇
用拡大が見込まれる第三次産業においては、パー
ト労働者数の増加などに伴い労働者一人あたり
の生産性は上昇しており、パートの実態も変化し
てきている（石塚2002: 201-202）。今後も制度等の
条件が一定と仮定すれば、パートは増えていくで
あろう。一方、従来から「長時間パート」（長時間
就業の呼称パート）が顕著な製造業では女性占率
は33.6％（2002年）と高いものの、1993年以降は
女性就業者数が減り続けている。いずれの産業に
おいても、正社員との時間あたり賃金格差は拡大
しており、不安定な雇用条件で働くパートが多い。

次に、パートの大半を占める有配偶女性の就業
選択を横断面でみると、約半数が無業者（「専業
主婦」）であり、パート（アルバイトを含む）が20％、
正社員が18％と続く（総務省『就業構造基本調査』
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図表-4 各種保険の加入率（有配偶女性、年収別） 

資料出所：（財）家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」（1993～1995年）の個票デ－タ 
注１：本稿の推計に用いた835サンプルに基づく。　注２：厚生年金等には、船員保険、共済組合保険を含み、国民年金は除く。 
注３：健康保険等には、船員保険、共済組合保険を含み、国民健康保険は除く。 
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1997年）。制度とのかかわりでみると、女性パー
ト（アルバイトを除く）では、非課税枠を意識し
て「就労調整する」と答えた者は38.6％と、「非課
税限度額を超えても関係なく働く」と答えた者

（26.5％）に比べて高い。さらに就業調整する者
について理由別にみると、税の配偶者控除および
配偶者特別控除制度81.4％、厚生・健康保険への
加入42.4％、配偶者手当35.0％と高い（労働大
臣官房政策調査部編 1997）。

制度を考慮すると、有配偶者が直面する就業
形態は次の排他的な４つの選択肢（雇用労働者に
限定）10）：
（ i）正社員；正規雇用労働者、
（ii）制度外パート；配偶者控除および配偶者

特別控除の適用対象外の非正規雇用労働者、
（iii）制度内パート；配偶者控除および配偶者

特別控除の適用対象の非正規雇用労働者、
（iv）無業者；「専業主婦」
となり、上記のように定義して呼ぶことにする。
図表-1および２を用いてみると、制度内パートと
は年収100万円以下の者であり、制度外パートは
年収100万円超のパートである。パートでは、年
収50～100万円が突出しており、制度内パートの
占率が高い。

4．制度を組み込んだ就業選択モデル

（1）「パートの壁」にかかわる制度を組み込んだ
就業選択モデル

有配偶女性が就業を選択する場合には、制度適
用後の純所得で表された予算制約式に直面する。
このとき、制度がもたらす夫婦の可処分所得の減
少分を制度適用外の妻の就業コスト（機会費用）
ととらえ、制度およびその拡充が就業選択に与え
る効果をみる。

いま、家計の効用関数は、ｕｉ＝Ｕｉ（Ｌｆｉ，Ｙｉ；εｉ）
（ｉ＝ｓ,ｔ,ｕ,ｎ）であり、二階微分可能、原点に
対して凸で、以下の時間および予算制約式の下
に最大化される11）。ここで、Ｌｆ；妻の家事や余
暇時間、Ｙ；家計の総収入、ε；その他の嗜好で
ある。下付きのｉは雇用労働者に限定された４
つの就業形態、ｓ；正社員、ｔ；制度外パート、
ｕ；制度内パート、ｎ；無業者を表す。時間制約
式は、Ｌｆｉ＋Ｈｆｉ＝Ｔ０であり、Ｈｆ；妻の市場労
働時間、Ｔ０；外生的に与えられ１年間とする。

Konig（1995）が課税後の純所得に基づいて就
業形態を分けたように、予算制約式を４つの就業
形態別にみると：
（ i ）正社員：Ｘ≦（１－ｇｓ）Ｗfｓ・Ｈfｓ＋Im＝Ｙ
（ii ）制度外パート：Ｘ≦（１－ｇｔ）Ｗfｔ

（Ｈfｔ）・Ｈfｔ＋Im＝Ｙ

但し、Ｗfｔ（Ｈfｔ）・Ｈfｔ＞ 103万円
（＝SYSTax（1995年））

（iii）制度内パート：Ｘ≦Ｗfｕ（Ｈfｕ）・Ｈfｕ＋
Im＋BTax（Ｈfｕ：SYSTax）＝Ｙ
但し、Ｗfｕ（Ｈfｕ）・Ｈfｕ≦103万円

（＝SYSTax（1995年））
（iv）無業者：Ｘ≦Im＋BTax（Ｈfｎ：SYSTax）

＝Ｙ，但し、Hfｎ=0
となる。ここで、Ｘ；家計の総消費、ｇｉ；妻の
限界税率（ｇｔ≦ｇｓ）、Ｈfｉ；妻の就業時間、Im；
夫の年間所得（配偶者控除制度の非適用時）で
ある。Ｗf p（Ｈfp）（p＝t, u）；パート就業の妻の時
間あたり純賃金であり、Ｈfpの増加関数である。
つまり、パートは賃金および労働時間の選択が可
能であり、古典的な労働供給曲線である後方屈
折曲線の下半分を移動すると捉えられ、労働時
間は時間あたりの純賃金に対して逓増的な関係
にある。Ｗfｓ；正社員就業の妻の時間あたり純賃
金であり、正社員はパートに比べて長い労働時間
と高い収入がセットで企業側から提示される。し
たがって、パートではＷfp（Ｈfp）の増加関数が成
立しており、ＷfｓとＨfｓは非連続に高い数値にな
ると考えられる。また、BTax（Ｈfｉ：SYSTax）

（ｉ＝s,t,u,n）；正社員や制度外パートの妻の「就
業コスト」（機会費用）であり、無業者や制度内パ
ートでは「負の就業コスト」である。つまりＨfｕ≧
Ｈf≧0（＝Ｈfｎ）⇒ BTax＞0、Ｈf ≧Ｈfｔ⇒BTax＝
0と表せる。SYSTaxは「パートの壁」にかかわる
制度が適用可能な上限額であり、本節では配偶
者控除制度に代表される。

このようなモデルを図示したのが図表-5であ
る。縦軸に夫婦合算の年間所得、横軸に妻の年
収（税引き前）とし、太い実線で制度適用後の予
算線を示すことにより、制度と就業形態（両パー
トと無業）の関係を表している。SYSTaxは「パ
ートの壁」にかかわる制度が適用される上限額を、
BTaxは「パートの壁」にかかわる制度の適用を外
れることによる税・年金保険料の負担増を意味
し、無業者や制度内パートでは「負の就業コス
ト」となる。1995年税制であれば、予算線はｎ２

ｐ２ＤｔＥになる。妻の年収103万円で予算線がキ
ンクし点ｐ２から点Ｄへ減少しているが、これが
制度適用外で働く妻の就業コストであり３章２節
の380,258円に相当する。つまり夫婦の可処分所
得は妻の労働時間に応じて連続的ではなく、年
収でとらえた妻の就業形態によって変化する。

さらに図表- 5は、配偶者控除制度の控除額が
拡充されたことによる就業コストの変化が、有配
偶女性の就業選択にもたらす影響についてのモデ
ルも表している12）。まず、無業者が労働力化する
ケースをみる。適用上限額がSYSTaxから
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SYSTax’に拡充されたこと（100万円→103万円）
により、負の就業コストがBTaxからBTax’に変
わるため、予算線はｎ1ｐ1ＣＤｔEからｎ2ｐ2DｔEと
なる。変更前は効用Ｕｕ

1よりＵｎ
1の方が高いため無

業（ｎ1）を選択していた妻は、変更後はＵｎ
2よりＵｕ

2の
方が高くなり制度内パート（ｐ2）を選択し、結果
として女性全体の労働力率を引き上げる効果が
考えられる13 ）。また、制度外パート（Uｔ

3）から制
度内パート（Uu

3）へと就業形態を変えるケースも
ある。他にも、無差別曲線の形状によっては、
夫の所得などの非勤労所得（負の就業コスト）の
増加は妻の留保賃金を引き上げ就業中の妻を無
業化へと促す効果等が考えられる14）。

（2）仮説
モデルの定式化に先立ち、本稿の仮説をまとめ

ておこう。まず「パートの壁」に
かかわる制度が、有配偶女性の
就業選択において中立的である
か否かを検証する。実証分析の
推計式で、「パートの壁」にかか
わる制度の代理変数として

‘SYSTax’を有配偶女性の就業
選択の推計式に加えて仮説を検
証する。ここで、制度の代理変
数をBTax（妻の年収に応じて変
化する適用額に基づく就業コス
ト）ではなくSYSTax（配偶者控
除等が適用される妻の年収の上
限額）とした理由は、妻の就業
形態の決定と同時に変化して決
まるBTaxを用いた場合に生ず
る計量経済学の「同時決定バイ
アス」問題を排除するためであ
る。「パートの壁」の存在が、既
婚女性の就業選択に影響を及ぼ
していればSYSTaxの推計係数
は統計的に有意な値となるであ
ろう。

次に、制度が有配偶女性の就
業選択に対して中立的でない場
合に、「パートの壁」にかかわる
制度の適用上限額の変化が有配
偶女性の就業選択に与える影響
について検証する。前節で示し
たように、「パートの壁」にかか
わる制度の適用上限額の拡充
は、有配偶女性の就業選択に
様々なインパクトを与えると考
えられる。理論モデルによると、
①無業から制度内パートに変わ

り、女性の労働力率を引き上げるケース、②労
働力率には影響しないものの、制度外パートから
制度内パートに変わるケース、③非勤労所得（夫
の手取り所得など）の上昇が補助的稼得労働者と
しての妻の留保賃金率を引き上げ、妻の無業化
を促し女性の労働力率を引き下げるケース、の３
つの効果が予測された。いずれの影響が強いかは、
推計結果を用いて計算される限界効果の符号や大
きさによる。

さらに、第３号被保険者制度が、「パートの壁」
にかかわる制度の一つとして機能しているか否か
を検証する。３章１節で述べたように、パートの
多くは時間あたりの賃金が低いため、第１号とな
る年収要件130万円に達する前に、第２号となる
時間要件において「常用労働者」（労働時間や勤務
日数が、通常の就労者のおよそ４分の３以上の就
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図表-5 配偶者控除制度の拡充が就業選択におよぼす影響 

Ⅰm（４８８．８万円） 

夫婦の年間所得 

妻の年収：（１００万円）    （１０３万円） 
                                        （１１０４．２時間） 
                                        （１９７．２日） 
 
 

（９５年：３８．０万円） 

（９４年：１００万円） 

（９５年：１０３万円） 

（９４年：３６．５万円） 

Ⅰm；夫の年間所得（配偶者控除制度の非適用時）、Wfi；妻の時間あたり賃金（i＝s,t,u）、
BTax;｢パートの壁｣にかかわる制度の適用を外れて就業したことによる｢就業コスト｣、
SYSTax；配偶者控除制度（｢パートの壁｣にかかわる制度を代表）の適用上限額。 
注1：BTax（就業コスト）の数値については、本文3章2節を参照されたい。 
注2：妻の労働時間および賃金、Ⅰmの数値は、『賃金構造基本統計調査』（2001年調
　　査）より、企業規模10人以上の現金給与額（賞与等を含む）、実労働時間、実労働日
　　数などを用いて計算した。女性パートの時間当たり賃金は932.8円であった。Ⅰmは
　　所得税の基礎控除および給与所得控除に基づく配偶者控除制度の非適用時の課
　　税後の手取額である。 



労者）とみなされ、年収100万円近傍で負担のない
第３号から外れているのではないか、ということ
である。第３号被保険者制度が「パートの壁」に
かかわる制度の一つとして機能していれば、‘厚
生年金非加入ダミー’の係数が無業者および制度
内パートの係数が有意にプラスになるであろう。

（3）モデルの定式化
４章１節の有配偶女性の就業形態の選択を被説

明変数として、多項ロジットモデルを定式化する15）。
妻が直面する就業形態、つまり従属変数は、正
社員＝0、無業者＝1、制度内パート＝2、制度外
パート＝3、の非連続の4つのダミー変数である16）。
また、次の説明変数が有配偶女性の就業選択に
影響するものとする。正負の非勤労所得として、
制度非適用時の夫の年間賃金（無業者の期待され
る係数の符号は、プラス。以下の丸カッコ内は同
じ）、預貯金（プラス）、ローン（マイナス）、人的
資本にかかわるものとして妻本人の年齢（不明）、
就学年数に代替する学歴ダミー（不明）、他の家
族員の影響として夫婦の子供の数（プラス）、未
就学児の存在（プラス）、夫婦の父親（不明）や母
親との同居（マイナス）を考慮した。特に雇用労
働者の場合には、育児と仕事の両立には何らか
のサポートが必要であり、未就学児の存在は留保
賃金率を高めるため、就業率を低下させると考え
られる。その裏返しとして、夫婦の親との同居は
育児の肩代わりを意味する。また地域間で異なる
需要側の要因等を考慮するため、大都市ダミー

（プラス）等を用いた。さらに、本稿の特徴である
が、制度の影響をみるために説明変数に独立した
外生変数として、配偶者控除制度等の適用上限
額や厚生年金非加入ダミーを加えた。データの加
工方法は、次節で詳述する。

したがって推計モデルは、理論モデルに基づいて、
Pｉ＝α＋β・Ｉｍ＋γ・SY ST a x＋δ・Zｉ

（ｉ＝0 , 1 , 2 , 3） （1）
となる17 ）。任意の個人（式では、個人を表す下付
きの文字は省略）がｉ番目の就業形態に属する確
率は、Pｉ＝Pr [ｕｉ＞ｕｊ（ｉ≠ｊ、i,j=0,1,2,3）]また
は、Pｉ＝Pr [Vｉ+εｉ＞Vｊ+εｊ]である。ｉ番目の就
業形態の選択により、当該個人にとってはｕｉは
他のｕｊより必ず高い効用をもつことを意味す
る。ここで、P；就業形態ｉを選択する確率、
SYSTax；配偶者控除制度等（「パートの壁」にか
かわる制度の代理変数）の適用上限額（但し、図
表-8の推計では、さらに厚生年金非加入ダミーと
に分けた）18）。Z；その他の説明変数ベクトル（妻
本人の年齢、学歴ダミー、預金等、住宅ローン
ダミー、夫婦の子供の数、未就学児ダミー、夫

婦の親との同居ダミー、都市ダミー）である。推
計には、Limdepを用いた。

5．推計結果とシミュレーション

（1）データ
推計に用いたデータは、（財）家計経済研究所

の「消費生活に関するパネル調査」の個票データ
の1993～1996年分である。当該調査では、年収
は前年分が問われているため、少なくとも２年間
続けて回答があったサンプルについて「昨年の所
得」を前年の同一個人のデータに組み込んで用い
た。さらに、各種制度の適用要件等を考慮して
雇用労働者世帯の有配偶女性に限定した結果、
1993～1995年分をプールしサンプル数は2,204で
ある19）。変数の概要と記述統計量は図表-6にある。

なお、SYSTax（「パートの壁」にかかわる制度
の代理変数）は、理論モデル（図表-5）では簡単化
のために配偶者控除制度のみとしたが、実際の推
計においては「『配偶者控除等（配偶者控除および
配偶者特別控除制度）』の『適用上限額』」を用い
る。理由は、配偶者特別控除制度には夫の所得
制限があるため、税制による「パートの壁」に現
在でも直面している妻であれば就業選択への影響
が異なると考えたためである20）。SYSTaxの計算
例を表す。まず1993年の夫の年収（税引き前）が
500万円で、妻が同80万円のケースをみる。この
場合、妻が同0円の場合に夫の年収から差し引か
れる配偶者控除の控除額35万円と、配偶者特別控
除の最高控除額35万円に基づく適用上限額の135
万円を実質化した134.19万円を用いた21）。また、
夫の年収が1,300万円で、妻が同80万円のケースを
みる。この場合、配偶者控除の控除額35万円のみ
に基づく適用上限額100万円を実質化した99.4万円
を用いた。なお、1995年の税改正により、両制度
の最高控除額が各38万円に変更されている。

また、夫の年間賃金も、妻の年収により配偶
者控除制度等の控除額が変化するため、同様の
問題が生ずる。したがって、配偶者控除制度等
の上限控除額に基づく年収増加額を夫の年収か
ら差し引いて加工し識別した22）。

（2）就業選択モデルの推計結果
推計結果をみる場合に就業形態間の比較に用

いる数値は、図表-7の下段の限界効果（任意の独
立変数の１単位の変化に対する、各形態の就業確
率の％変化）である（Greene 1997 : 916）。

まず、一般的な変数についてみる。短大卒や大
学卒の増加は有意に両パート確率を引き下げるこ
とは予想どおりである。一方、従来は理論に反し
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四年制大学卒女性の二極化がいわれ、結婚・育
児期に就業継続せずに離職した場合にはその後も
無業でありつづける傾向があるとされた（大沢
1993 : 82）。しかし推計結果をみると、大学卒ダミ
ーでは有配偶女性の無業者（専業主婦）および両
パート確率ともに減少し正社員確率を引き上げて
おり、興味深い結果となった。対象年齢が20～
30歳代であるため、出産･育児期を先延ばしにす
る「晩産化」と関係があることも考えられるが、
四年制大学卒女性が婚姻後も就業継続する傾向
が強くなってきているといえよう。預金等の増加
は有意に正社員を増やしている23）。無業者では、
期待通りに住宅ローンがあれば有意に減少してい
る。また、子供の数が多いことや乳幼児の存在に
より、有配偶女性の無業確率は有意に高くなっ
ている。しかし両パートでは、幼稚園等により育
児の外部化が一般的な末子４～６歳になると就業
確率が上がっている。つまり出産・育児による

「Ｍ字型ライン」は認められるものの、その効果

は末子が３歳までである。また夫婦の母親が同居
していれば就業するが、父親では逆である。つま
り同居するのが夫婦の母親であれば育児の肩代わ
りがなされるが、父親の存在は有配偶女性の就業
を抑制する効果がある。都市部では有意に無業
者確率が上昇しているが、対象年齢によるものと
も考えられる。

次に、本稿の目的、「パートの壁」にかかわる制
度が就業形態の選択に対して中立的であるか否
か、を検証するために導入した‘配偶者控除等の
適用上限額’をみる。まず、無業者や制度内パー
トでは有意であり就業選択への制度の影響はある
といえる。したがって、制度の中立性を満足して
いない。制度外パートでは有意とはならなかっ
た。また、適用上限額が拡充されると、制度内
パートを増やすインセンティブをもち、無業者を
減らすという結果が得られた。つまり、専業主婦
促進的ではなく、制度内パート促進的であるとい
うことを示している。ただし、雇用時の年齢制約
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図表-6 就業選択モデルの変数の概要、及び記述統計量（平均） 

１２６．６００ 
４８３．２７１ 
０．５９２ 
３０．２６６ 
０．４６６ 
０．１７３ 
０．２１２ 
０．０９１ 

２３２．５７２ 
１４２．０７６ 
０．２５０ 
１．６６９ 
０．２８０ 
０．３６６ 
０．１２３ 
０．２３１ 
０．２８２ 
０．２２９ 
０．６０５ 
０．３３５ 
０．３１８ 

　　　－ 
　　　－ 
　　　－ 
　　　－ 
１３６９ 

１２５．６３０ 
４３３．４２２ 
０．６５０ 
３０．９９７ 
０．５７７ 
０．１２５ 
０．１９５ 
０．０３５ 

２２８．７９７ 
１１８．１４０ 
０．３０６ 
１．５３９ 
０．１１４ 
０．２９２ 
０．２０４ 
０．２５７ 
０．３５６ 
０．１９５ 
０．５８６ 
０．３５０ 
０．３６４ 

８７２．８４１ 
１４５７．３９８ 
７３．７１３ 
０．７８７ 
３４３ 
 

１３１．７５３ 
４０１．５３８ 
０．２６０ 
３０．７８１ 
０．４６９ 
０．２０８ 
０．１２５ 
０．０８３ 

１３７．６６２ 
９２．５７６ 
０．３６５ 
１．６３５ 
０．１４６ 
０．２７１ 
０．２２９ 
０．２０８ 
０．３８５ 
０．１４６ 
０．５００ 
０．２６０ 
０．４５８ 

１０８２．１９７ 
１７６０．６８９ 
１６９．８１６ 
０．４５８ 
９６ 

１３０．１９９ 
４３３．７５２ 
０．０５１ 
３０．９９２ 
０．３７９ 
０．１８７ 
０．２１２ 
０．１８７ 

３３６．３６６ 
２０９．５６９ 
０．２９５ 
１．３６９ 
０．１７９ 
０．２３７ 
０．１３６ 
０．３７９ 
０．５０５ 
０．１７４ 
０．５１３ 
０．３５１ 
０．３３３ 

１１８９．２５４ 
２２４６．７９２ 
３３２．２５１ 
０．１４９ 
３９６ 

１２８．５０１ 
４２９．９１３ 
０．３２１ 
３０．９７０ 
０．４７１ 
０．１６４ 
０．１９５ 
０．１１３ 

２６９．３３４ 
１５８．５６１ 
０．３０８ 
１．４６９ 
０．１４９ 
０．２６３ 
０．１７５ 
０．３０９ 
０．４３０ 
０．１８０ 
０．５４１ 
０．３４０ 
０．３６０ 

１０４６．９７０ 
１８６６．６３９ 
２０７．３７４ 
０．４４７ 
８３５ 

１２７．３７８ 
４６３．０５５ 
０．４８９ 
３０．５４６ 
０．４６８ 
０．１７０ 
０．２０６ 
０．０９９ 

２４６．６０５ 
１４８．３８６ 
０．２７２ 
１．５９４ 
０．２３０ 
０．３２８ 
０．１４２ 
０．２６１ 
０．３３８ 
０．２１１ 
０．５８１ 
０．３３７ 
０．３３４ 
－ 
－ 
－ 
－ 

２２０４ 

万円 
万円 
ダミー 
歳 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
万円 
万円 
ダミー 
人 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
ダミー 
円 
時間 
万円 
－ 

 
 
 
 
高校卒業 
専門・専修学校卒業 
短大・高専卒業 
大学・大学院卒業 
妻の預金・有価証券総額 
世帯の預金・有価証券総額 
 
 
０歳 
１～３歳 
４～６歳 
父親 
母親 
１３大都市 
その他の市部 
 
 

配偶者控除等の適用上限額（注３） 
夫の年間賃金（注４） 
厚生年金非加入ダミー 
妻の年齢 
就学状況（注５） 
 
 
 
妻の預金等 
世帯の預金等（注６） 
住宅ローンあり 
子供の数 
末子の年齢 
 
 
夫婦の親と同居 
 
居住地域（注７） 
 
９４年ダミー（注８） 
９５年ダミー 
妻の時間当たり賃金率 
妻の年間労働時間 
妻の年収 
妻の年間労働時間１８２５時間未満率 

資料出所：（財）家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」の個票データ       
注1：職務の問いに対して「常勤の職員・従業員」と答えた者は「正社員」、「パート・アルバイト」または「嘱託・その他」と答えた 
　　者は「パート」とした。ただし、所得税の配偶者控除制度の適用者は優先的に「制度内パート」に分類した。       
注2：単位が金額のものについては、消費者物価指数（全国、総合）を用いて実質化した。ダミー変数では、該当するサンプルに 
　　1を、その他に0を入れた。       
注3：妻が年収0円の場合に、夫の年収に応じて配偶者控除等が適用される上限額（SYSTax）である。なお、配偶者控除等とは、 
　　配偶者控除および配偶者特別控除制度をさす。       
注4：「夫の年収」から「配偶者控除等の控除上限額×税率」を差し引いた額である。　 
注5：基準（＝0）は「中学卒業」である。       
注6：妻個人の預金等を除く。　注7：基準（＝0）は「その他の郡部」である。　注8：基準（＝0）は「93年」である。      

制度内パート 
（注１） 

制度外パート 
（注１） 

正社員 
（注１） 

単位 
（注２） 

 
変数名など 

無業者 就業者 全体 

  
サンプル数 



の影響が弱いサンプルを対象
としたことが、結果に影響し
ているとも考えられる。ま
た、 口他（2001）に倣えば制
度のもう一つの経路を通じた
効果として、夫の年間賃金の
限界効果を併せてみることも
できる。妻にとっての非勤労
所得、つまり夫の年間賃金の
上昇により無業者が増え、制
度内パートが減っている。し
かし、‘配偶者控除等の適用上
限額’と夫の年間賃金を比べ
ると、後者はデータ自体の数
値が大きいうえ限界効果は非
常に小さい。したがって、両
変数の相殺された効果として
みても、専業主婦促進的では
なく、制度内パート促進的で
あるといえよう。

最後に、３章１節でとりあ
げた仮説は、第３号被保険者
制度が「パートの壁」にかかわ
る制度の一つとして機能して
いるのではないか、というこ
とであった。そこで４章３節
で述べたように、制度変数を
就業選択モデルに組み込む際
に、配偶者控除制度等の適用
上限額から切り離し、別個の
変数として厚生年金非加入ダ
ミーを導入して検証を試みた。
推計結果では他の変数に特筆
すべき影響はなく、３変数の
みを図表- 8でみる。いずれの
就業形態においても厚生年金
非加入ダミーは有意である。
厚生年金非加入者が増えれば、
無業者と制度内パート確率が
上昇し、制度外パート確率が
減少する。つまり、厚生年金
加入は制度外パートの特徴の
一つといえる。年金加入の労
働時間要件を厳密に取り出し
た検証ではないものの、税の
配偶者控除制度の年収ライン
103万円（2003年）と、厚生年
金加入年収がいくらかはリン
クしており、第３号被保険者
制度が｢パートの壁｣にかかわ
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就業形態 無業者 制度内パート 制度外パート 

被説明変数 

定数項 
 
 
配偶者控除等の 
　適用上限額（万円） 
 
夫の年間賃金 
　　（万円） 
 
年齢 
　　（歳） 
 
高校卒業ダミー 
　　　（＝１） 
 
専門学校卒業 
　ダミー（＝１） 
 
短大・高専 
卒業ダミー（＝１） 
 
大学・大学院 
卒業ダミー（＝１） 
 
妻の預金等 
　　（万円） 
 
世帯の預金等 
　　（万円） 
 
住宅ローンあり 
　　　ダミー（＝１） 
 
子供の数 
　　　（人） 
 
０歳児ダミー 
　　　（＝１） 
 
１～３歳児ダミー 
　　　（＝１） 
 
４～６歳児ダミー 
　　　（＝１） 
 
夫婦の父親と 
　　同居ダミー（＝１） 
 
夫婦の母親と 
　　同居ダミー（＝１） 
 
13大都市ダミー 
　　　（＝１） 
 
他の都市ダミー 
　　　（＝１） 
 
９４年ダミー 
　　　（＝１） 
 
９５年ダミー 
　　　（＝１） 
 
各サンプル数 
全サンプル数 
対数尤度 

　　　　　 ４．１４６ 
５．１６７*** 
               　  ０．７４３ 
　　　　 －０．０１６ 
－６．２１７*** 
　　　   －０．００２４ 
                     ０．００４ 
８．３３７*** 
                ０．０００６８ 
　　　　 －０．１０８ 
－４．３６５*** 
　　　     －０．０２１ 
　　　　 －０．１０４ 
－０．３１８ 
                  ０．００１９ 
                 －０．４８９ 
－１．４１０ 
                     ０．００６ 
                 －０．４４３ 
－１．２８３ 
                  －０．００３ 
                 －１．２１５ 
－３．３１３*** 
                 －０．０１１ 
                    ０．０００ 
－２．０５０** 
          －０．００００１１ 
                 －０．００１ 
－２．９４２*** 
          －０．００００８０ 
                 －０．４１５ 
－２．８３３*** 
                 －０．０８１ 
                    ０．３０７ 
３．６４１*** 
                    ０．０５４ 
                    １．１０２ 
５．８１１*** 
                    ０．２３２ 
                    １．０９９ 
６．２４５*** 
                    ０．１８０ 
                     ０．４９７ 
２．３２６** 
                    ０．０４５ 
                     ０．４３９ 
２．１２５** 
                     ０．１０３ 
                 －１．１７２ 
－５．９７７*** 
                 －０．１７０ 
                    ０．８５２ 
４．２４２*** 
                    ０．１３４ 
                    ０．７５７ 
４．８４１*** 
                     ０．１１８ 
                 －０．２０７ 
－１．１５２ 
                 －０．０３３ 
                 －０．０９４ 
－０．５０８ 
                 －０．０３３ 
                      １３６９ 

　　　　　 ０．８９８ 
０．９４０ 
                 －０．２５０ 
　　　　 －０．０１０ 
－３．２１５*** 
　　　  　 ０．０００２ 
                     ０．００２ 
３．１２４*** 
            －０．０００１３ 
　　　　 －０．００３ 
－０．１０２ 
　　　     　０．００９ 
                  －０．０９７  
－０．２６４ 
                  ０．００２２  
                 －１．００２  
－２．４７８*** 
                 －０．０７６  
                 －０．６８９  
－１．７４３* 
                 －０．０３８  
                  －２．３１３  
－４．７５７*** 
                 －０．１７２  
                     ０．０００  
－１．３６１ 
             ０．０００００４  
                 －０．００１  
－１．７０４* 
          －０．００００１０  
                 －０．０６４  
－０．３６４ 
                    ０．０２７  
                     ０．０５０  
０．４９３ 
                 －０．０２２  
                  －０．１６１  
－０．６２８ 
                 －０．１１７  
                     ０．３７５  
１．７７５* 
                 －０．０５１  
                     ０．４４９  
１．８５６* 
                    ０．００７  
                     ０．００８  
０．０３４ 
                 －０．０３１  
                 －０．６６４  
－２．８６０*** 
                     ０．０２１  
                     ０．４７２  
１．９１４** 
                 －０．０１３  
                     ０．４２９  
２．２３３** 
                  －０．０１１  
                  －０．０７４  
－０．３３３ 
                    ０．００９  
                    ０．０２８  
０．１２２ 
                    ０．００７  
                        ３４３ 
                      ２２０４ 
             －２００１．３４ 

　　　　 －０．０５８  
－０．０４０ 
                 －０．１００  
                     ０．００３  
０．５８５ 
                  ０．０００６  
                 －０．００１  
－０．５６２ 
            －０．０００１３  
                 －０．０１９  
－０．４２２ 
                    ０．００２  
                 －０．６３９  
－１．３８９ 
               －０．０２２３  
                 －０．７０３  
－１．３９９ 
                 －０．００９  
                 －１．１３２  
－２．１０９** 
                 －０．０３０  
                 －１．２３４  
－２．０６８** 
                 －０．００４  
                 －０．００１  
－２．３５８*** 
          －０．００００４４  
                    ０．０００  
－０．４０９ 
             ０．０００００９  
                    ０．２１０  
０．８１３ 
                    ０．０１８  
                     ０．１２８  
０．８４９ 
                 －０．００２  
                    ０．０２０  
０．０５１ 
                 －０．０２２  
                    ０．２０７  
０．６３３ 
                 －０．０１９  
                    ０．６５９  
１．８７９* 
                    ０．０１２  
                 －０．７５２  
－２．０６４** 
                 －０．０４０  
                 －０．１６０  
－０．５１１ 
                    ０．０２５  
                 －０．３１６  
－０．８４９ 
                 －０．０３５  
                 －０．２５７  
－０．９４４ 
                 －０．０３０  
                 －０．０８４  
－０．２３５ 
                    ０．００２  
                     ０．５３１  
１．５５７ 
                    ０．０２３  
                          ９６ 

注1：上段は係数、中段は漸近的t値、下段は限界効果を表す。    
注2：***は1％、**は5％、*は10％で有意を表す。   

図表-7 就業選択モデルの推計結果（その１） 



る制度の一つとして機能しているといえよう。

（3）制度変更のシミュレーション
制度変更が各就業形態へ及ぼす影響をみるた

めシミュレーションをおこなう。図表-7の推計結
果を用いて制度変数が変更された場合に各就業
形態に属する就業確率の理論値を導出し、図表-
9にまとめた。

基本ケース（a）は、無業者と制度内パートのみ
に配偶者控除制度（以下、配控）および配偶者特
別控除制度（以下、配特）が適用されている現行
制度に基づく。理論値では、無業者63.3％と制度
内パート27.9％であり、制度適用者がおよそ90％
を占めている。次にケース（b）は、1988年まで施
行されていた配特がなく配控のみのケースであ
る。現在、冒頭で述べたように配特の原則廃止
が表明されている。制度内パート確率の減少分約
４％は、主として無業者へと移行している。つま
り他を一定とすると、配特のみの効果は専業主婦
を減らし、制度内パートを増やすということにな
る。ケース（c）は税型の一括金であり、夫が課税
者であれば、正社員と制度外パートも含めた有配
偶者全員に配控が適用されるケースである。大幅
に無業者は減少し、正社員は増加する。また各
パートの区別がなくなるため、両パートの差は小
さくなる。ケース（d）は、夫を課税者に限定せず
有配偶者全員に配控が適用される給付金型を仮
定した。無業者はさらに減少し、他の３つの就業
形態すべてが増加する結果になった。つまり「パ
ートの壁」がなくなり、有配偶女性全員に同様の
制度が適用されれば就業者は増える。最後に、ケ
ース（e）で｢パートの壁｣にかかわる制度自体をなく
した。現行制度（ケース（a））と比べると、ケース

（d）と同様に制度内パートは減少し、正社員と制度
外パートはわずかではあるが増加している。一方、

無業者は10％程度増える結果
となっている。しかし、実際に
は有配偶女性の労働市場への
進出は根強いものがあり、｢パ
ートの壁｣にかかわる制度が廃
止されたからといって逆戻りす
ることは考えにくい。

6．おわりに

本稿では次のことが得られ
た。

①理論モデルに基づき、｢パ
ート（あるいは年収103万円）
の壁｣にかかわる制度（税・公
的年金制度など）が女性の就

業選択へ及ぼす影響を実証分析した結果、無業
者（専業主婦）や制度内パートでは制度変数の係
数は有意であり就業選択への制度の影響はあり、
制度の中立性が満たされていないことが認められ
た。

②「パートの壁」にかかわる制度を代表する配
偶者控除等の改正による控除額拡充の効果を包
括的に捉えると、制度内パートを増やし無業者を
減らすため、「専業主婦」促進的とはいえず、制
度内パートを増やすインセンティブをもつ。但
し、理論的、実証的に様々な効果がみられるこ
とも本文で述べた。

③実証分析の推計結果を用いたシミュレーショ
ンにより現行の「パートの壁」にかかわる制度の
影響を排除したケースをみたところ、制度廃止の
後、制度内パートが減少し、正社員および制度
外パートがわずかながら増加し、無業者が増える
という結果を得た。

④公的年金の第３号被保険者制度が｢パートの
壁｣にかかわる制度の一つとして機能しているこ
とが、実証分析により導出された。つまり、税の
配偶者控除制度の年収ライン（103万円）と、保険
料負担のない第３号被保険者から外れて第２号被
保険者の労働時間要件を満たす時点での年収ラ
インとがいくらか合致しているといえる。

配偶者控除制度の創設の趣旨は「専業主婦」へ
の税制面での評価であった。しかし、現在では他
の制度と複雑に絡み合い｢パートの壁｣にかかわる
制度として、制度の適用対象者である制度内パ
ート化を促進している効果がみられる。就業決定
は個人の合理的な選択の結果とはいえ、日本の
パートの労働条件は正社員に比べて低い。今後、
日本経済の低成長が続けば、企業側のさらなる
コスト節約の要因等によりますます不安定な制度
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図表-8 就業選択モデルの推計結果（その２）  
就業形態 無業者 制度内パート 制度外パート 

被説明変数 

配偶者控除等の 
　適用上限額（万円） 
 
厚生年金非加入ダミー 
（＝１） 
 
夫の年間賃金（万円） 
 
 
各サンプル数 
全サンプル数 
対数尤度 

　　　　 －０．０１１ 
－３．５３９ 
               －０．００１７ 
　　　　　３．７３４ 
１４．４６ 
　　　　　０．２７０ 
                     ０．００５ 
８．６７３ 
                ０．０００６７ 
　　　　　  １３６９ 
 

注1：上段は係数、中段は漸近的t値、下段は限界効果を表す。    
注2：***は1％、**は5％、*は10％で有意を表す。   

***

***

***

　　　　　０．０６４ 
１．２０５ 
              　 ０．０００５ 
　　　　　２．１１２ 
６．１２３ 
　　　　 －０．０１９ 
                 －０．００１ 
－０．０４９０ 
            －０．０００１３ 
　　　　　 　 ９６ 
 
 

***

　　　　 －０．０４５ 
－１．２８３ 
             　 ０．０００４ 
　　　　　３．８５６ 
１４．０７ 
　　　　　０．０９９ 
                     ０．００３ 
４．３１４ 
             －０．０００１３ 
　　　　　    ３４３ 
                      ２２０４ 
             －１７５５．１９ 
 

***

***



内パートが拡大することが考えられる。本稿は女
性の労働供給側の分析であるが、労働需要側の
分析も同様に重要である。特に厚生年金などの
社会保険料の負担は労使折半でおこなわれている
ので、企業側にも大きく影響を及ぼす。この点に
ついての分析は本稿の範囲を超えるものであり、
今後の研究の課題としたい。

†本稿の作成にあたり、東京都立大学の中村二朗教授に
は貴重なコメントを多く頂いた。（財）家計経済研究
所主催の「パネルユーザーによる報告会」において樋
口美雄教授、大沢真知子教授および出席者の方から、
また同研究所の溝口由己氏とレフリーの方々から有益
なコメントを頂いた。さらに、（財）家計経済研究所か
らは「消費生活に関するパネル調査」の貴重な個票デ
ータの貸与を受けた。記して感謝の意を申し上げたい。
本稿に誤りがあるとすれば、言うまでもなく全ての責
任は筆者にある。

注
1）配偶者控除制度の歴史的推移について、日本は石塚
（1995a）、諸外国はChan（1993）に詳しい。

2）内閣府男女共同参画局影響調査専門調査会の「『ライ
フスタイルの選択と税制・社会保障制度・雇用システ
ム』に関する報告」。

3）半恒久的な制度を前提としており、短期的な状況の是
正のための制度についてはこの限りではないと考える。

4）税制改正が労働供給へ及ぼす効果は、効用最大化行動
に組み込まれているため、論文中で個別に導出されて
いない。

5）Employment Gazette, 101（11）: 498（1993）により、週間
就業時間別の有配偶および子供のいる非婚女性の就業
者数をみると、16時間近傍に英国版「パートの壁」が
できていることが分かる。

6）さらに図表-6によると、正社員並み（年間1825時間以
上）に働く制度外パートは、制度外パートのな
かの54.2％である。なお、制度内パート（配偶者
控除制度等が適用されるパート）の平均の年間
労働時間は正社員の64.9％である。

7）夫が厚生年金を受給する場合、一定の条件のもと

に、配偶者のための加給年金、配偶者特別加算、振替
加算が加えられる。

8）女性パートの時間給は、『賃金構造基本統計調査』
（2001年）より、企業規模10人以上の現金給与額（賞
与等を含む）、実労働時間、実労働日数を用いて計算
した。

9）石塚（2002）では、女性の労働供給関数について、チ
ョウの方法（Stepwise Chow test）を用いて構造変化
の時期を推計した。

10）夫婦いずれも雇用労働者に限定した。理由は、配偶
者控除制度等および配偶者手当が適用される上、専従
者控除制等の選択肢が他になく、夫の所得の捕捉率が
完全に近いので、影響をみる場合に適当と考えたから
である。

11）前提条件は、①家計は夫婦２人で構成され、夫婦の稼
得所得以外に世帯の収入はない、②夫は賃金に対する
労働供給が非弾力的であり、妻の所得に依存しない、
③妻が選択する就業形態は、無業者、制度内パート、
制度外パート、正社員の４つである、④労働時間は、
正社員は企業から提示されるが、両パートでは選択が
可能である、⑤時間あたり賃金率は、就業形態別に企
業から提示される、である。

12）1995年の税改正における基礎控除拡充の影響は厳密
には排除できない。

13） 口（1991）は実証分析の推計結果を用いたシミュ
レーションにより、パートの純賃金率の上昇がパート
確率を増やす効果が大きいため、結果として無業者の
就業を促し、全体でみた就業者は増加することを導出
している。

14）無差別曲線の形状による就業選択への影響は樋口
（1984）を参照されたい。

15）多肢選択モデルには、同時選択だけでなく入れ子型
（nest）の構造をもつNested Analysisもある。しかし、
本稿でとりあげた選択肢を実際に有配偶女性がどのよ
うな順序で選択しているかは明確ではなく、先見的に
どのモデルが適当かは言及できない。

16）夫が雇用労働者であっても、妻が家族従業者、自営業
者および家庭内職者等の場合も配偶者控除制度の適
用が可能である。しかし、夫が雇用労働者で妻が自営
業者の22サンプルを加えて ５肢選択の多項ロジットモ
デルについても推計したが、変数およびモデルの説明
力とも低くなることから除いて推計した。理由は、選
択のプロセスが入れ子型の構造であるためか、あるい
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図表-9 シミュレーションによる各就業形態への就業確率（理論値） 

ケース 

正社員 
制度外パート 
制度内パート 
無業者 

７．４％ 
１．４％ 
２７．９％ 
６３．３％ 

 

７．８％ 
１．４％ 
２４．０％ 
６６．８％ 

２６．６％ 
６．３％ 
１７．７％ 
４９．４％ 

２７．６％ 
７．１％ 
１８．７％ 
４６．７％ 

８．７％ 
１．６％ 
１５．５％ 
７４．３％ 

注1：ケース（b）は、基本ケース（a）の「配偶者控除等の適用上限額」に「配偶者控除のみの適用上限額」の数値を代入した。      
注2：ケース（c）は、夫が課税者であれば、妻全員（正社員や制度外パートも含む）に「配偶者控除のみの適用上限額」を代入した。      
注3：ケース（d）は、無条件に、妻全員（正社員や制度外パートを含む）に「配偶者控除のみの適用上限額」を代入した。     

一律給付金とし
て、全有配偶女
性に配偶者控
除と同様の影響
のある制度を適
用したケース 

夫が課税者で
あれば、全有配
偶女性に配偶
者控除を適用し
たケース 

配偶者控除の
みのケース（配
偶者特別控除
なし） 

配偶者控除およ
び配偶者特別
控除をなくした
ケース 

制度の内容 基本形 



はサンプル数が少なく欠損値も多く、推計が不安定に
なるためと考えられる。

17） 口他（2001）では、本稿とデータの加工方法は同
じであるが、モデルでは 諸制度の影響の経路を配偶
者控除等の適用上限額と、夫の年間賃金の２つに分け
ている。

18）BTaxｉ（Hfｉ：SYSTax（SYS①, SYS②））と改め式（1）
のγ・SYSTaxをη・SYS①＋ψ・SYS②に置き換えて
推計することができる。ここで、SYS①は配偶者控除
制度等、SYS②は厚生年金制度である。

19）（財）家計経済研究所「消費生活に関するパネル調査」
の個人データのうち、職務についての質問において、

「常勤の職員・従員」と答えた者は正社員、「パート・
アルバイト」また「嘱託・その他」と答えた者はパー
トに分類した。但し、制度適用の対象者は、優先的に
制度内パートとした。結果として、制度内パートのな
かに「常勤の職員・従業員」と答えた者が17サンプル
含まれることとなった。また、制度変更にともない、
1995年に年収が100万円超～103万円以下と答えた者も
制度内パートに分類した（2サンプルが該当）。

20）SYSTaxを配偶者控除制度のみにした推計もおこなっ
たが、結果に特筆すべき影響はなかった。

21）本稿では、プールデータを用いた場合の常として、適
用上限額についても推計に際して実質化した。結果と
して、時系列の価格指数の変動による影響を排除でき
ない。したがって、３年間の各年毎の推計をおこなっ
た。結果を図表-7と比べると、３つの就業形態とも符
号については同じであり、無業者および制度外パート
の有意性も同じで安定していたが、制度内パートの有
意性は93年が0％、94年が13％、95年が28％となっ
た。サンプル数が多くないことも原因として考えられ
る。また図表-8に対応した年度別の推計結果では、95
年の制度外パートの厚生年金非加入ダミーの限界効果
の符号がプラスに転じたことを除いては、適用上限額
についても符号および有意性とも変化はみられなかっ
た。なお、他の変数には特筆すべき影響はなかった。

22）妻の年収を0円とした場合に配偶者控除制度等が適
用される夫では、観測される年収から、両制度の控除
上限額を識別して年間所得を計算した。計算例として、
1993年の夫の年収が500万円のケースをみる。夫の

「課税所得」は322.5万円（＝500万円－基礎控除35万
円－給与所得控除142.5万円）であり、税率は20％とな
る。配偶者控除の控除額35万円に基づく年間所得の増
加額は7万円（＝35万円×20％）、配偶者特別控除の控
除額35万円に基づく年間所得の増加額は7万円（＝35
万円×20％）である。したがって、「夫の年間賃金」
として用いた数値は486万円（＝500万円－7万円－7万
円）を実質化した483.08万円となる。

23）妻が正社員であれば本人や世帯の蓄財が顕著に増え
るという逆の因果も否定できない。つまり、当該変数
自体が、妻の正社員化と同時決定とも考えられる。
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